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【広報部】

1　広報に関する事業

　⑴　会報の発行

　会員各位の協力により計画どおり遅れることなく発行することができた。

　青年会による業務参考記事や事業報告、リーガルサポート熊本支部、政治連盟熊本会及

び公共嘱託登記司法書士協会の事業報告等も随時掲載した。

　　　

　⑵　法改正・司法書士制度・総合相談センター・調停センター・相続センター・賃貸トラブル解

決支援センターに関する広報

ア　相続登記はお済みですか無料相談会の新聞広告の際、相続センターのPRを併せて

行った。

イ　熊本市電において相続センターのアナウンス広報（車内放送）を行った。

　　交通局前から九品寺交差点（上り）、1日に約250回

ウ　熊本県民テレビにおいて、令和5年度に作成したCMを利用し、相続センターの広報

を行った。

　　テレビCM　令和7年4月〜5月、合計60回放映

令和7年12月下旬〜令和8年3月、合計200回放映

エ　熊本県民テレビ「Life＋」及び「news every.くまもと」内にて、相続センターの広報を

行った（令和7年12月26日、令和8年1月14日）。

オ　TVer（無料動画配信サービス）内にて、令和5年度に作成したCMを利用し、相続セン

ターの広報を行った。

　　令和7年12月〜令和8年1月　合計約16万2000回表示

カ　エフエム熊本（ラジオ）において、令和5年度に作成したCMを利用し、相続センター

の広報を行った。

　　令和8年2月〜3月　合計100本放送

キ　エフエム熊本（ラジオ）「Poppin’ breakfast」内にて、相続センターの広報を行った

（令和7年3月12日）。

ク　令和8年3月31日（火）に熊本日日新聞に賃貸トラブル解決支援センターの広告を掲

載した。

ケ　調停センターについて、制作したリーフレットを市町村等各機関に配布した。

コ　総合相談センター・調停センター・相続センター・賃貸トラブル解決支援センターに

ついては、常時ホームページによる広報を行った。

サ　相続登記及び住所変更登記申請義務化の広報に関して熊本地方法務局と協議を行

い、共催する相談会等の市町村への広報、固定資産税課税通知書送付の際における相続

センターの広報等、連携した広報を行った。

　⑶　法制度一般、各種相談会に関する広報

　　ア　不動産にまつわるなんでも相談会

　　令和7年7月12日（土）に開催（共催：熊本県土地家屋調査士会、熊本県青年土地家屋

調査士会、熊本県青年司法書士会）

　　主に新聞、ホームページ及びFacebook掲載で広報を行い、マスコミに対し事前の告

知と取材の申し入れをした。

　　広告掲載新聞　 熊本日日新聞

イ　司法書士・法務局による相続・遺言についての法律教室&無料相談会　　

　　令和7年8月2日（土）、県下8ヶ所で開催（共催：熊本地方法務局）

　　主に新聞、ホームページ及びFacebook掲載で広報を行い、マスコミに対し事前の告

知と取材の申し入れをした。

　　その他、法務局の協力のもと、相談会のチラシを作成し、県及び県下市町村等に対し、

庁舎内における掲示・備え置き・広報誌への掲載を依頼した。

　　広告掲載新聞　熊本日日新聞、読売新聞

　　ウ　高齢者・障がい者のための成年後見無料相談会

　　令和7年9月27日（土）に開催（共催：リーガルサポート熊本支部　協賛：熊本県社会

福祉士会）

　　主に新聞、ホームページ及びFacebook掲載で広報を行い、マスコミに対し事前の告

知と取材の申し入れをした。

　　広告掲載新聞　熊本日日新聞

　　その他、相談会のポスター・チラシを作成し、県下市町村及び社会福祉協議会に対し、

庁舎内における掲示・備え置き・広報誌への掲載を依頼した。

　　エ　法の日無料相談会

　　「法の日無料相談会」を令和7年9月27日（土）〜10月15日（水）の間に、県下14ヶ所

で無料相談所を開設（共催：熊本県土地家屋調査士会）

　　主に新聞、ホームページ及びFacebook掲載で広報を行い、マスコミに対し事前の告

知と取材の申し入れをした。

　　広告掲載新聞　 熊本日日新聞

　　相談者の主な認知媒体（相談者総数　123名中）

　　新聞16名、自治体等公的機関14名、市町村広報誌59名
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オ　熊本県専門士業団体連絡協議会による合同無料相談会

　　令和7年11月23日（日・祝）（くまもと県民交流館パレア）に開催した標記相談会につ

き、主にホームページ及びFacebook掲載により広報を行った。（主管：公認会計士協会）

カ　生活困窮お困りごと相談会

　　令和7年12月20日（土）に開催

　　主にホームページ及びFacebook掲載で広報を行い、マスコミに対し事前の告知と取

材の申し入れをした。

　　その他、相談会のポスター・チラシを作成し、県下市町村及び社会福祉協議会に対し、

庁舎内における掲示・備え置き・広報誌への掲載を依頼した。

キ　相続登記はお済みですか無料相談会

　　2月の「相続登記はお済みですか月間」にちなみ、県下11ヶ所で無料相談所を開設（後

援：熊本地方法務局）

　　主に新聞、ホームページ及びFacebook掲載で広報を行い、マスコミに対し事前の告

知と取材の申し入れをした。併せて、テレビ・ラジオによる告知を行った。

　　広告掲載新聞　 熊本日日新聞

　　テレビによる告知　KKT「金チカっ!」（令和8年1月30日）

KKT「サタココPICKUP」（令和8年1月31日）

　　ラジオによる告知　FMK「Poppin’ breakfast」（令和8年2月3日）

　　相談者の主な認知媒体（相談者総数　184名中）

　　新聞54名、自治体等公的機関12名、市町村広報誌65名、回覧板12名、テレビ・ラジオ

12名

ク　女性のための女性司法書士による無料相談会

　　令和8年2月28日（土）に開催

　　主に新聞、ホームページ及びFacebook掲載で広報を行い、マスコミに対し事前の告

知と取材の申し入れをした。併せて、リビング熊本へ広告を掲載した。

　　広告掲載新聞　 熊本日日新聞

　　その他、相談会のチラシ、ポスターを作成し、県下市町村等に対し、庁舎内における掲

示・備え置きを依頼した。

　⑷　インターネットによる広報

ア　ホームページの更新を随時行い、最新の情報を提供できるよう努めた。

イ　情報公開規則に基づき会員情報・会務情報等をホームページに掲載した。

ウ　⑵、⑶の各種相談会等の告知をホームページに掲載し、広報に努めた。

エ　⑵、⑶の各種相談会等の告知をFacebookにて発信し、各種相談会・司法書士制度等の

広報を行った。

オ　熊司発文書を会員専用ページに掲載した。

　　

　⑸　高校生法律教室についての広報

　　企画部と連携して行った。

2　令和7年8月10日からの大雨への対応

　⑴　相談会に関する広報

ア　令和7年8月大雨によるお困りごと「夜間」無料電話相談会

　　令和7年8月25日（月）〜令和7年9月29日（月）

　　毎週月曜日・木曜日（祝祭日を除く）に開催

　　相談会のチラシを作成し、被災した市町村等に対し、庁舎内における掲示・備え置き・

広報誌への掲載を依頼した。また、ホームページ及びFacebook掲載で広報を行い、マ

スコミに対し事前の告知と取材の申し入れをした。

イ　令和7年8月大雨によるお困りごと無料相談会（面談）

　　下記日時場所にて開催

　　◦令和7年11月17日（月）、12月1日（月）　八代市役所

　　◦令和7年11月21日（金）、28日（金）　上天草市役所大矢野庁舎

　　相談会のチラシを作成し、被災した市町村等に対し、庁舎内における掲示・備え置き・

広報誌への掲載を依頼した。また、ホームページ掲載で広報を行った。

ウ　令和7年8月大雨によるお困りごと無料相談会（モニター相談）

　　下記日時場所にて開催

　　◦令和7年12月8日（月）から令和7年12月18日（木）まで

　　　上記期間中の毎週月曜・木曜　八代市役所

　　◦令和7年12月2日（火）から令和7年12月19日（金）まで

　　　上記期間中の毎週火曜・金曜　上天草市役所大矢野庁舎

　　相談会のチラシを作成し、被災した市町村等に対し、庁舎内における掲示・備え置き・

広報誌への掲載を依頼した。また、ホームページ掲載で広報を行った。

3　広報活動に携わった会員

　【広報委員】

　　塩田悠乃（熊本）　　　德丸雅紀（熊本）　　　中村健太郎（熊本）

　　前田直樹（玉名山鹿）　松田克士（阿蘇大津）　出納真一（宇城）

　　森山祐矢（八代）　　　宮本稔也（人吉）　　　平田智歳（天草）

　【会報編集委員】

　　北田晋哉（編集委員長）

　　鶴田政輝・林田美沙樹・松永朋子・吉田泰子・笠　正美
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す
！

令和7年7月2日（水）　熊本日日新聞朝刊　タテ100×ヨコ187mm 令和7年7月23日（水）　熊本日日新聞朝刊　タテ168×ヨコ187mm



− 39 −− 38 −

掲
載
日
／
9
月
9
日
　
熊
日
朝
刊

掲
載
サ
イ
ズ（
縦
・
横
の
長
さ
）／
半
3
段（
1
0
0
×
1
8
7
㎜
）モ
ノ
ク
ロ

金
額
／
1
9
5
,0
0
0
円（
税
別
・
制
作
料
込
）

白
川

明
午
橋

大 甲 橋

白
川

明
午
橋

大 甲 橋

水
道
町
交
差
点

至
市
役
所

鶴
屋
●

至
水
前
寺

産
業
道
路

産
業
道
路

九
品
寺

交
差
点

至 東 バ イ パ ス
●
中
央

　
消
防
署

国
道
3
号 熊
本
県

司
法
書
士
会
館

■
成

年
後

見
制

度
と

は
…

認
知

症
、知

的
障

が
い

、精
神

障
が

い
等

の
理

由
で

判
断

能
力

の
不

十
分

な
方

々
は

、不
動

産
や

預
貯

金
の

財
産

管
理

、介
護

サ
ー

ビ
ス

や
施

設
入

所
に

関
す

る
契

約
、遺

産
分

割
協

議
な

ど
、こ

れ
ら

の
こ

と
を

自
分

で
す

る
の

が
困

難
な

場
合

が
あ

り
ま

す
。ま

た
、自

分
に

不
利

益
な

契
約

で
も

判
断

が
で

き
ず

に
契

約
を

結
ん

だ
り

して
、悪

徳
商

法
の

被
害

に
遭

う
お

そ
れ

も
あ

り
ま

す
。成

年
後

見
制

度
は

こ
の

よ
う

な
判

断
能

力
の

不
十

分
な

方
々

を
保

護
し

、支
援

す
る

制
度

で
す

。

共
催

／
熊

本
県

司
法

書
士

会
、公

益
社

団
法

人
 成

年
後

見
セ

ン
タ

ー
・リ

ー
ガ

ル
サ

ポ
ー

ト熊
本

支
部

協
賛

／
一

般
社

団
法

人
 熊

本
県

社
会

福
祉

士
会

成
年
後
見
相
談
会

成
年

後
見

制
度

は
、権

利
や

財
産

を
守

る
身

近
な

し
くみ

で
す

。

高
齢
者
・
障
が
い
者
の
た
め
の

熊
本

県
司

法
書

士
会

館
熊

本
市

中
央

区
大

江
4丁

目
4番

34
号

9/
27

10
：0

0
〜

16
：0

0
 

令
和

7年
（土

）
と

 き

と
こ

ろ

将
来

、 
私

が
亡

くな
っ

た
後

の
病

や
障

が
い

を
抱

え
た

子
供

の
こ

と
が

心
配

電
話

相
談

09
6-3

64
-08

00
相

談
専

用
電

話
番

号
当

日
の

み
繋

が
り

ま
す

面
談

相
談

事
前

予
約

制
締

切
：9

/ 2
2ま

で

09
6-3

64
-28

89
予

約
専

用
電

話
番

号

熊
本

県
司

法
書

士
会

事
務

局
  ■

予
約

受
付

時
間

／
平

日
9：

00
～

17
：0

0

相
談

会
場

相
談

無
料

離
れ

て
暮

ら
して

い
る

認
知

症
の

親
が

悪
徳

商
法

な
ど

に
だ

ま
さ

れ
な

い
か

心
配

遺
産

分
割

協
議

を
し

た
い

の
で

す
が

、
相

続
人

の
ひ

と
り

が
認

知
症

の
よ

う
で

心
配

夫
婦

二
人

き
り

の
生

活
で

、互
い

の
介

護
が

必
要

に
な

っ
た

と
き

の
預

金
管

理
な

ど
が

心
配

W
EB

面
談

相
談

右
の

2次
元

コ
ー

ド
も

し
くは

リ
ー

ガ
ル

サ
ポ

ー
ト

熊
本

支
部

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

か
ら

お
申

し
込

み
くだ

さ
い

。
ht

tp
s:

//
ls

ku
m

am
ot

o.
or

g/

事
前

予
約

制
締

切
：9

/ 2
2ま

で

予
約

不
要

司
法

書
士

が
お

応
え

し
ま

す

令和7年7月31日（木）　読売新聞朝刊　タテ223×ヨコ74mm（カラー）

掲載日：7月31日　読売朝刊
サイズ：テレシート　カラー(縦223㎜×横74㎜)

司法書士・法務局による
相続・遺言についての
法律教室＆無料相談会

8月2日土
令和7年

★要予約の会場は
事前予約が必要です

参加無料

熊本県司法書士会

熊本県司法書士会
ホームページ

ＴＥＬ０９６‒３６４‒２８８９

　　　　　　「相続人は誰？」、「相続財産には
どんなものがある？」、「相続手続には何が必要？」
などの相続に関する基本的な話から、相続登記の
申請義務化や遺言書の保管方法について

法律教室

　　　　　　相続登記をはじめ、生前贈与、遺言、
相続の放棄、遺産分割に関することや成年後見制
度や各種財産管理制度の利用など

相談会

開設場所 《県内８か所》

※1組2名まで
菊池市森北１０７７

9：30～10：20 定員15組★要予約
菊
池

コッコファーム ２階大会議室
法律教室

※1組2名まで10：30～12：00 定員15組★要予約相談会

熊
本

熊本市中央区大江４丁目４－３４
熊本県司法書士会館

13：00～14：30 定員40名★要予約法律教室
14：30～16：30 定員24名★要予約相談会

山
鹿

山鹿市山鹿９８７－３
山鹿市民交流センター 中会議室

13：00～13：50 定員40名★要予約法律教室
14：00～16：00 ◎予約優先相談会

共催：熊本地方法務局、熊本県司法書士会

熊本市中央区大江４丁目４－３４

受付時間
平日９時～１７時

上益城郡御船町木倉１１６８
御船町カルチャーセンター 第１会議室

定員25名★要予約
13：00～13：50 定員25名★要予約法律教室
14：00～16：00相談会

御
船

玉名市岩崎１５２－２（会議棟）
玉名市民会館 会議棟第２会議室

定員16名★要予約
13：30～14：25 定員30名★要予約法律教室
14：30～16：30相談会

玉
名

球磨郡山江村大字山田甲１３５６－１
山江村農村環境改善センター 大会議室、小会議室、和室

定員16名★要予約
13：00～13：50 定員20名〈予約不要〉法律教室
14：00～16：00相談会

人
吉

八代市新町５－２0
桜十字ホールやつしろ ３階 ［法律教室］研修室 ［相談会］中会議室

定員16名◎予約優先
13：00～13：50 定員20名◎予約優先法律教室
14：00～16：00相談会

八
代

天草市浄南町４－１５
天草市複合施設ここらす 会議室D

定員なし〈予約不要〉
13：00～13：50 定員なし〈予約不要〉法律教室
14：00～16：00相談会

天
草

お問い合わせ・予約電話番号

法律教室のみ、相談会のみの参加も可能です。

令和7年9月9日（火）　熊本日日新聞朝刊　タテ100×ヨコ187mm
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要 予 約
予 約 不 要

開
　
設
　
場
　
所

月
　
日

面
談
相
談
会
場

時
　
間

御
船

町
御

船
町

カ
ル

チ
ャ

ー
セ

ン
タ

ー
　

第
１会

議
室

天
草

市
天

草
市

民
セ

ン
タ

ー
　

第
１会

議
室

芦
北

町
芦

北
町

総
合

コ
ミュ

ニ
テ

ィセ
ン

タ
ー

　
中

研
修

室
��

月
�日

（
水

）

水
俣

市
水

俣
市

総
合

もや
い

直
しセ

ンタ
ー

（も
や

い
館

）  ３
階

 会
議

室
��

月
�日

（
木

）

山
鹿

市
山

鹿
市

民
交

流
セ

ン
タ

ー
　

中
会

議
室

��
月

�日
（

土
）

宇
城

市
ウ

イ
ン

グ
ま

つ
ば

せ
　

視
聴

覚
室

上
益
城
郡
御
船
町
大
字
木
倉
��
��

天
草
市
東
町
� 葦
北
郡
芦
北
町
大
字
花
岡
��
��

水
俣
市
牧
ノ
内
�-
�

山
鹿
市
山
鹿
��
�-
�

宇
城
市
松
橋
町
大
野
��

10
：0
0～

15
：0
0

開
　
設
　
場
　
所

月
　
日

時
　
間

氷
川

町
氷

川
町

竜
翔

セ
ン

タ
ー

　
研

修
室

大
津

町
大

津
町

町
民

交
流

施
設

（オ
ー

ク
ス

プ
ラ

ザ
）

南
関

町
南

関
町

役
場

　
相

談
室

1、
2

��
月

  �
日（

土
）

��
月

  �
日（

日
）

市
民

会
館

 シ
ア

ー
ズ

ホ
ー

ム
 夢

ホ
ー

ル
 ２

階
　

第
７、

８会
議

室
熊

本
市

��
月

  �
日（

月
）

�月
��

日（
土

）

玉
名

市
玉

名
市

文
化

セ
ン

タ
ー

　
第

１、
第

２会
議

室

荒
尾

市
荒

尾
市

役
所

　
１１

号
会

議
室

10
：0
0～

12
：0
0

13
：0
0～

15
：0
0

10
：0
0～

12
：0
0

13
：0
0～

15
：0
0

��
月

��
日（

水
）

桜
十

字
ホ

ー
ル

や
つ

し
ろ

　
大

会
議

室
Ｂ

八
代

市

10
：0
0～

12
：0
0

13
：0
0～

15
：0
0

人
吉

市
人

吉
市

総
合

福
祉

セ
ン

タ
ー

9：
30

～
12
：0
0

八
代
郡
氷
川
町
島
地
��
�

菊
池
郡
大
津
町
大
字
大
津
��
��
-�

玉
名
郡
南
関
町
大
字
関
町
��

熊
本
市
中
央
区
桜
町
１
-３

玉
名
市
繁
根
木
��
-�

荒
尾
市
宮
内
出
目
��
�

八
代
市
新
町
�-
��

人
吉
市
西
間
下
町
��
-�

10
：0
0～

15
：0
0

掲
載
日
：
9
月
1
7
日
朝
刊

サ
イ
ズ
：
5
段
モ
ノ
ク
ロ
（
縦
1
6
8
㎜
×
横
3
8
1
㎜
）

金
　
額
：
6
0
0
,0
0
0
円
（
制
作
料
込
・
税
別
）

��
月

�日
は

法
の

日
で

す
。

お
問
い

合
わ
せ
熊
本
県
土
地
家
屋
調
査
士
会

TE
L0

96
-3

72
-5

03
1

熊
本
市
中
央
区
渡
鹿
3丁
目
14
-2
1

h
tt
p
s
:/
/k
u
m
a
-c
h
o
.c
o
m
/

熊
本
県
司
法
書
士
会

TE
L0

96
-3

64
-2

88
9

熊
本
市
中
央
区
大
江
4丁
目
4-
34

h
tt
p
s
:/
/w
w
w
.k
u
m
a
s
h
i.
jp
/

面
談

相
談

会
場

ご
希

望
会

場
を

お
選

び
の

上
、要

予
約

会
場

に
つ

き
ま

し
て

は
、事

前
に

ご
予

約
下

さ
い

。

09
6-

36
4-

28
89

熊
本
県
司
法
書
士
会
事
務
局

予
約
受
付
時
間
／

平
日
9：
00

～
17

：0
0

予
約

専
用

番
号

1組
30

分

無
料

相
談

会
●
土
地
、建

物
の
相
続
・売

買
・贈

与
・交

換
な
ど
の
権
利
に
関
す
る
登
記

●
会
社
の
設
立
・役

員
変
更
・資

本
金
の
増
加
・会

社
合
併
な
ど
の
商
業
登
記

●
裁
判
所
へ
の
各
種
申
立
て
の
手
続
き

●
家
賃
な
ど
の
供
託
に
関
す
る
手
続
き

●
土
地
の
調
査
・測

量
・境

界
確
定
、分

筆
・地

目
変
更
な
ど
の
登
記

●
建
物
の
新
築
・増

築
・取

り
こ
わ
し
な
ど
の
登
記

土
地
家
屋
調
査
士

・司
法
書
士

は
あ

な
た

の
財

産
や

権
利

を
守

り
ま

す
。

土
地
家
屋
調
査

土
地
家
屋
調
査

境
界

境
界

法
律

相
談

会
法

律
登

記

予 約 優 先

令和7年9月17日（水）　熊本日日新聞朝刊　タテ168×ヨコ381mm 令和8年1月28日（水）　熊本日日新聞朝刊　タテ168×ヨコ381mm

熊
本
県
司
法
書
士
会

TE
L 0

96
-3

64
-2

88
9

無
料
相
談
会
の
事
前
予
約

お
問
い
合
わ
せ
先

h
tt
p
s:
//
w
w
w
.k
u
m
as
h
i.
jp
/

熊
本

県
司

法
書

士
会

検
索

予
約
受
付
時
間

月
～
金
9：
00
～
17
：
00

（
祝
日
を
除
く
）

掲
載
日
 ：
 1
月
2
8
日
　
朝
刊

熊
本
県
司
法
書
士
会
広
告
サ
イ
ズ
 ：
 5
段
モ
ノ
ク
ロ（
縦
1
6
8
㎜
×
横
3
8
1
㎜
）

広
告
料
 ：
 0
0
0
,0
0
0（
税
別
）

熊
本

県
司

法
書

士
会

で
は

毎
年

2月
を

「相
続

登
記

は
お

済
み

で
す

か
月

間
」と

定
め

て
お

り
、

今
年

は
県

下
11

会
場

で
無

料
相

談
会

を
開

催
し

ま
す

。
相

続
登

記
を

は
じ

め
、生

前
贈

与
、遺

言
、

遺
産

分
割

に
関

す
る

こ
と

な
ど

相
続

の
専

門
家

「司
法

書
士

」が
相

談
に

応
じ

ま
す

。
お

気
軽

に
ご

相
談

下
さ

い
。

09
6-

37
2-

25
25

熊
本

県
司

法
書

士
会

 
相

続
セ

ン
タ

ー

■
予

約
電

話
番

号
／

■
予

約
受

付
時

間
／

月
〜

金
（9

: 0
0〜

17
: 0

0 
年

末
年

始
祝

日
を除

く ）

熊
本

県
司

法
書

士
会

で
は

、
相

続
・遺

言
そ

の
他

の
相

続
に

関
す

る
相

談
を

随
時

受
け

付
け

て
い

ま
す

。

■
予

約
制

・
初

回
相

談
無

料

日
 時

相
談

開
設

場
所

10
：0
0～
15
：0
0

2月
7日
（
土
）

10
:00
～
12
:00
　
13
:00
～
15
:00

2月
7日
（
土
）

松
橋

西
防

災
拠

点
セ

ン
タ

ー
宇

城
市

松
橋

町
松

橋
56

4-
2

御
船

カ
ル

チ
ャ

ー
セ

ン
タ

ー
上

益
城

郡
御

船
町

大
字

木
倉

11
68

桜
十

字
ホ

ー
ル

や
つ

し
ろ

3階
中

会
議

室
八

代
市

新
町

5-
20

山
鹿

市
立

山
鹿

隣
保

館
 2

階
大

会
議

室
山

鹿
市

熊
入

町
62

-1

上
天

草
市

大
矢

野
老

人
福

祉
セ

ン
タ

ー
上

天
草

市
大

矢
野

町
中

11
58

2-
1

御
船

町

上
天

草
市

山
鹿

市

宇
城

市

八
代

市

予 約 不 要予 約 優 先

日
 時

相
談

開
設

場
所

10
：0
0～
12
：0
0

13
：0
0～
15
：0
0

2月
14

日（
土
）

10
:00
～
12
:00
　1
3:0
0～
15
:00

2月
7日
（
土
）

10
:00
～
12
:00
　1
3:0
0～
15
:00

2月
28

日（
土
）

9:
30
～
12
:0
0

2月
28

日（
土
）

9:
00
～
13
:0
0

2月
7日
（
土
）

人
吉

市
総

合
福

祉
セ

ン
タ

ー
人

吉
市

西
間

下
町

41
-1

光
の

森
町

民
セ

ン
タ

ー
「キ

ャ
ロ

ッ
ピ

ア
」

菊
池

郡
菊

陽
町

光
の

森
2丁

目
1-

1

くま
も

と
県

民
交

流
館

パ
レ

ア
10

階
会

議
室

8
熊

本
市

中
央

区
手

取
本

町
8-

9

荒
尾

市
役

所
 1

階
総

合
案

内
前

荒
尾

市
宮

内
出

目
39

0

玉
名

市
民

会
館

会
議

棟
第

1、
第

２会
議

室
玉

名
市

岩
崎

15
2-

2

南
関

町
役

場
 相

談
室

1、
２

玉
名

郡
南

関
町

大
字

関
町

64

面
談

相
談

菊
陽

町

南
関

町

熊
本

市

玉
名

市

荒
尾

市

人
吉

市

要 　  予 　  約

22月月
はは

「相
続

登
記

は
「相

続
登

記
は

お
済

み
で

す
か

月
間

」
お

済
み

で
す

か
月

間
」で

す
。

で
す

。
2月

は
「相

続
登

記
は

お
済

み
で

す
か

月
間

」で
す

。

相
談
会

無
料

事
前
予
約
制

の
会

場
に

つ
い

て
は

、事
前
の
ご
予
約

を
お

願
い

い
た

し
ま

す
。 

主
催

：熊
本

県
司

法
書

士
会

　
  後

援
：熊

本
地

方
法

務
局

令
和

6年
4月

1日
よ

り
、相

続
登

記
が

義
務

化
さ

れ
ま

し
た

。で
き

る
限

り
早

い
時

期
に

相
続

登
記

を
し

ま
し

ょ
う

。

司
法
書
士
に
よる
相
続
登
記
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予
約
締
切
 ：
 令
和
8
年
2
月
2
7
日
（金

）

掲
載
日
 ：
 2
月
1
5
日

サ
イ
ズ
 ：
 半
5

料
　
金
 ：
 0
0
0
,0
0
0
円（
税
別
・
制
作
料
込
）

熊
本
市
中
央
区
大
江
4丁

目
4-
34

TE
L0
96

-3
64

-2
88

9
熊
本
県
司
法
書
士
会

お
問
い
合
わ
せ
先
：

〈
主
催
〉当
会
所
属
の
女
性
の
司
法
書
士
が
女
性
か
ら
の
お
悩
み
を
じ
っ
く
り
お
聞
き
し
ま
す
。

ど
こ
に
相
談
に
行
け
ば
い
い
か
分
か
ら
な
い
、法

律
家
の
事
務
所
に
は
行
き
に
く
い
、

同
性
に
相
談
し
た
い
、そ

ん
な
方
は
一
人
で
悩
ま
ず
に
、ま

ず
は
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

女
性
の
た
め
の

女 女
性
司
法
書
士
に
よ
る

当
会
所
属
の
女
性
の
司
法
書
士
が
女
性
か
ら
の
お
悩
み
を
じ
っ
く
り
お
聞
き
し
ま
す
。

相
談
会

相相
無
料

離
婚

し
た
い

養
育
費
を

取
り
決
め
た
い

老
後
が

心
配

成
年
後
見
っ
て

ど
う
い
う
も
の
？

起
業

し
た
い

相
続
で

名
義
を

変
え
た
い

借
金
の

返
済
が

限
界

遺
言
は

残
す
べ
き

か
し
ら

熊
本
県
司
法
書
士
会

検
索

T
E
L 0
9
6
-3
6
4
-0
8
0
0

電
話
相
談

（
予
約
不
要
）

面
談
相
談

（
祝
日
を
除
く
）

月
～
金
 9
: 0
0
～
17
: 0
0

T
E
L
0
9
6
-3
6
4
-2
8
8
9

熊
本
県
司
法
書
士
会
館

（
熊
本
市
中
央
区
大
江
4丁

目
4-
34

）

2
月
2
8
日
（土

）
10
：
0
0
～
16
：
0
0

開
催
日
時

令
和
8
年

※
相
談
は
司
法
書
士
法
に

　
定
め
る
業
務
範
囲
内
で

　
の
対
応
と
な
り
ま
す
。

予
約
受
付
番
号

予
約
受
付

相
談
会
場

※
本
日（

2/
15

）は
受
付
時
間
外
の
た
め
、対

応
で
き
ま
せ
ん
。明

日（
2/
16

）以
降
の
受
付
時
間
内
に
お
電
話
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

当
日
の
み

要
予
約

令和8年2月15日（日）　熊本日日新聞朝刊　タテ168×ヨコ187mm 令和8年2月21日（土）　リビング熊本　タテ85×ヨコ123mm（カラー）

　暮
ら
し
の
身
近
な
悩
み
に

寄
り
添
う
相
談
会
を
定
期
的

に
開
く
同
会
で
、
２
月
28
日

（
土
）に
女
性
の
た
め
の
無
料

相
談
会
を
開
催
。
対
応
す
る

の
は
女
性
司
法
書
士
。
相
談

先
が
分
か
ら
な
い
、
事
務
所

を
訪
ね
る
の
は
少
し
気
後
れ

す
る
、
男
性
に
は
話
し
づ
ら

い
内
容
が
あ
る
、
と
い
う
人

も
落
ち
着
い
て
相
談
で
き
ま

す
。
離
婚
や
養
育
費
、相
続
・

遺
言
、
借
金
に
関
す
る
こ
と

ま
で
幅
広
く
対
応
。
電
話
相

談
は
予
約
不
要
、
面
談
相
談

は
事
前
予
約
制
で
す
。

２
月
28
日（
土
）開
催

気
軽
に
相
談
を

女性のための、女性司法
書士による無料相談会
熊本県司法書士会

※当日の電話相談のみの番号です

開催日／2月28日（土）10:00～16:00
◦電話相談（予約不要）／096-364-0800

※予約受付時間／月～金9:00～ 17:00、土日祝休

※相談会についての問合せも予約受付番号（熊本県司
法書士会事務局番号）まで

◦面談相談（要予約・2月2７日（金）までに電話を）
　予約受付番号／096-364-2889

会場／熊本県司法書士会館（中央区大江4-4-34）

女性のための女性司法書士による無料相談会

【こんなことが相談できます】

相談は司法書士法に定める業務範
囲内で対応となります

・離婚や、養育費のこと
・相続で名義を変えたい
・借金の返済が難しい…
・起業したい
・成年後見、遺言について

掲載／2月21日号　リビング熊本
掲載サイズ（縦・横の長さ）／半3段（８５×１２３㎜）カラー
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09
6-

37
2-

78
78

相
談
予
約

電
話
番
号

月
～
金
 

午
前
9時
～
午
後
5時

年
末
年
始・
祝
日
を
除
く

借
り
て
い
る
方

・退
去
の
時
に
高
額
の
費
用
を
請
求
さ
れ
た

・敷
金
っ
て
戻
っ
て
こ
な
い
の
？

・雨
漏
り
が
ひ
ど
い
の
に

  大
家
さ
ん
が
修
繕
し
て
く
れ
な
い

・大
家
さ
ん
か
ら
退
去
す
る
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る

貸
し
て
い
る
方

・家
賃
を
滞
納
さ
れ
て
い
る

・居
住
用
で
貸
し
た
の
に
、勝

手
に
店
舗
用
に
改
築
さ
れ
た

・無
断
で
他
人
に「

又
貸
し
」し

て
い
る
よ
う
だ

・土
地
を
貸
し
た
が
、返

し
て
も
ら
え
な
い

掲
載
日
 ：
  
3
月
3
1
日
　
朝
刊

熊
本
県
司
法
書
士
会
広
告
サ
イ
ズ
 ：
 半
5
段
モ
ノ
ク
ロ（
縦
1
6
8
㎜
×
横
1
8
7
㎜
）

熊
本
県
司
法
書
士
会

検
索

h
tt
p
s:
//
w
w
w
.k
u
m
a
sh
i.
jp
/

熊
本
県
司
法
書
士
会

熊
本
市
中
央
区
大
江
4丁
目
4-
34

0
9
6
-3
6
4
-2
8
8
9

白
川

明
午
橋

大 甲 橋

白
川

明
午
橋

大 甲 橋

水
道
町
交
差
点

至
市
役
所

鶴
屋
●

至
水
前
寺

産
業
道
路

産
業
道
路

九
品
寺

交
差
点

至 東 バ イ パ ス
●
中
央

　
消
防
署

熊
本
整
形
外
科
病
院
●

国
道
3
号 熊
本
県

司
法
書
士
会
館

予
約
制

※
法
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
司
法
書
士
が
、簡

易
裁
判
所
に
お
け
る
14

0万
円
以
下
の
訴
訟
、民

事
調
停
、裁

判
外
和
解
等
の
代
理
及
び
こ
れ
ら
に
関
す
る
相
談
を
お
受
け
し
ま
す
。

熊
本
県
司
法
書
士
会

賃
貸
ト
ラ
ブ
ル

解
決
支
援
セ
ン
タ
ー
へ

ア
パ
ー
ト
な
ど
の

賃
貸
家
屋
・
土
地
の

法
的
ト
ラ
ブ
ル
に

困
っ
た
ら

熊
本
県
司
法
書
士
会
館

熊
本
市
中
央
区
大
江
4丁

目
4-
34

月
曜
日
～
金
曜
日（
午
後
1時
～
午
後
5時
）年
末
年
始・
祝
日
を
除
く

熊
本
セ
ン
タ
ー

熊
本
以
外
の
セ
ン
タ
ー

宇
城
、山
鹿
、阿
蘇
、玉
名
、八
代
、天
草
に
も
セ
ン
タ
ー
を
設
置
し
て
い
ま
す
。

司
法
書
士
紹
介
制
度

最
寄
り
の
司
法
書
士
事
務
所
を
ご
案
内
す
る
司
法
書
士
紹
介
制
度
も
ご
ざ
い
ま
す
。

●
詳
し
く
は
上
記
番
号
に
お
問
い
合
わ
せ
い
た
だ
く
か
、ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

相
談
時
間

1回
60

分
初
回

相
談
無
料

詳
し
く
は
こ
ち
ら
▼

令和8年3月31日（火）　熊本日日新聞朝刊　タテ168×ヨコ187mm 固定資産税納税通知書同封チラシ（法務局と共同制作・カラー・56万4900枚印刷）

義務化！相続登記
（令和6年度～）

住所氏名変更登記
（令和8年度～）

熊本地方法務局・熊本県司法書士会

相続したことを知った日から
３年以内に登記が必要なのか!!

例：父が亡くなり、土地を
相続した場合

３年以内

例：父が亡くなり、土地を

住所・名前の変更は２年以内に
登記しないといけないのか!!

例：引っ越しをして住所が変わった場合
結婚して姓が変わった場合

例：引っ越しをして住所が変わった場合

ら
に登記が必要なのか!!

⬅詳細はこちら
（相続登記）

詳細はこちら➡
（住所・名前変更登記）　「シラナカッタヌキ」

相談先は
裏面をチェック

相続登記の手続や書式を法務局ホーム
ページでご案内しています。

お近くの法務局で、登記の手続案内を
行っています（予約制）。

熊本県司法書士会 相続センター

096-372-2525

法務局HP

熊本地方
法務局HP

相続登記のご相談は

不動産登記推進
イメージキャラクター

「トウキツネ」

司法書士会へのご相談は
初回60分無料です！ お気軽にご相談ください！

不動産登記推進
イメージキャラクター

「トウキツネ」

登記の
専門家に相談
したい場合は
こちら。 日司連

公式キャラクター
「しほ～しし」Ⓡ

⬆
詳細はこちら

相談予約
お問い合わせ公式キャラクター

「しほ～しし」Ⓡ

法務局と共同制作
固定資産税納税通知書同封チラシ
56万4900枚印刷

おもて

うら




